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越
谷
市
内
に
存
在
し
た
「
軍
需
工
場
」
へ
の
「
引
き
込
み
線
」

秦
野

秀
明

は
じ
め
に

平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
に
発
行
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
越
谷
市
郷
土

研
究
会
の
会
報
『
古
志
賀
谷
』
第
十
五
号
の
記
事
で
あ
る
「
聞
き
書
き

50
年

前
の
越
谷
を
語
る
」（
1
）

に
は
、
越
谷
市
に
生
ま
れ
育
っ
た
野
口
祐
許
氏
の

証
言
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

「
そ
う
で
す
ね
。
そ
の
こ
ろ
線
路
が
今
の
税
務
署
の
方
へ
行
っ
て
い
た
の
で

す
。
当
時
、
近
所
に
鉄
工
所
が
あ
っ
て
そ
こ
へ
線
路
が
引
か
れ
て
い
た
ん

で
す
」（
1
）

管
見
の
限
り
、
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
（
東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
）
越

谷
駅
構
内
よ
り
現
在
の
「
越
谷
税
務
署(

関
東
信
越
国
税
局
管
内)

」
付
近
へ

と
延
び
て
い
た
「
引
き
込
み
線
」
に
関
す
る
資
料
は
、
い
ま
だ
発
見
さ
れ
て

い
な
い
か
存
在
し
な
い
。

ゆ
え
に
筆
者
は
、
一
九
四
〇
年
代
撮
影
の
「
空
中
写
真
」
を
手
掛
か
り
に

に
、
そ
の
「
引
き
込
み
線
」
の
ル
ー
ト
を
復
元
す
る
試
み
を
平
成
二
十
一
年

（
二
〇
〇
九
）
か
ら
行
い
、
そ
の
試
み
は
あ
る
程
度
は
成
功
し
て
い
た
が
、

十
年
後
で
あ
る
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
、
後
述
す
る
坂
本
誠
一
郎
氏
の
調

査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
を
内
容
に
取
り
入
れ
た
「
引
き
込
み
線
」
に
関
す

る
発
表
を
行
う
。

一

「
引
き
込
み
線
」
と
は
何
か

本
稿
に
お
い
て
は
、
「
題
名
」
を
筆
頭
に
「
引
き
込
み
線
」
と
い
う
用
語

を
使
用
し
て
い
る
が
、
本
来
「
引
き
込
み
線
」
は
俗
称
で
あ
り
、
正
式(

法

的)

に
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
「
専
用
鉄
道
」

「
鉄
道
事
業
法

第
二
条
第
六
項
」

（
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
法
律
第
九
十
二
号
）
の

「
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
専
用
鉄
道
」
と
は
、
専
ら
自
己
の
用
に
供
す

る
た
め
設
置
す
る
鉄
道
で
あ
つ
て
、
そ
の
鉄
道
線
路
が
鉄
道
事
業
の

用
に
供
さ
れ
る
鉄
道
線
路
に
接
続
す
る
も
の
を
い
う
」

と
規
定
さ
れ
、
単
に
自
己
の
用
に
供
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
鉄
道

事
業
者
の
営
業
線
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
「
引
き
込
み
線
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
鉄
道
事
業
法

第
二
条
第
六
項
」

（
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
法
律
第
九
十
二
号
）
の

「
専
用
鉄
道
を
設
置
す
る
者
（
以
下
「
専
用
鉄
道
設
置
者
」
と
い
う
。
）

は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
専
用
鉄
道

の
施
設
（
車
両
を
含
む
。
）
を
維
持
し
、
及
び
管
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

と
規
定
さ
れ
、
規
格
や
仕
様
は
接
続
す
る
鉄
道
事
業
線
に
準
拠
す
る
こ

と
に
な
る
。

か
つ
て
は
設
置
に
あ
た
っ
て
国
か
ら
専
用
鉄
道
免
許
を
受
け
る
必

要
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
免
許
や
許
可
を
受
け
た
り
、
届
け
出
を
行
っ

た
り
す
る
必
要
は
な
い
（

2
）
。

②
「
専
用
線(

専
用
側
線)

」

「
特
定
貨
主
が
自
己
の
専
用
に
供
す
る
た
め
、
そ
の
負
担
に
お
い
て
敷

設
し
た
側
線
」（
3
）

と
規
定
さ
れ
、
側
線
で
あ
る
た
め
、
専
用
側
線
と
も
呼
ば
れ
る
。

専
用
鉄
道
と
は
異
な
り
、
設
置
に
あ
た
っ
て
国
か
ら
免
許
を
受
け
る
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必
要
は
な
く
、
設
置
後
は
無
償
で
接
続
す
る
駅
を
管
理
す
る
鉄
道
事
業

者
に
譲
渡
さ
れ
、
施
設
の
管
理
は
そ
の
鉄
道
事
業
者
側
が
行
っ
て
い
る

（

2
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
俗
称
で
あ
る
「
引
き
込
み
線
」
に
は
、

①
「
専
用
鉄
道
」

②
「
専
用
線(

専
用
側
線)

」

の
「
2
種
類
」
が
あ
り
、
今
回
対
象
と
し
て
い
る
「
引
き
込
み
線
」
が
、
こ

の
「
2
種
類
」
の
う
ち
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
は
未
だ
に
不
明
の
ま
ま
で

あ
り
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
引
き
込
み
線
」
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
昭
和
二

十
年
（
一
九
四
五
）
前
後
の
「
専
用
鉄
道
」
に
対
し
て
の
法
律
は
、「
専
用
鉄

道
規
程
（
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
閣
令
第
十
九
号
）
」
で
あ
り
、
「
引
き
込

み
線
」
の
接
続
す
る
東
武
鉄
道
に
対
し
て
の
法
律
も
、
「
鉄
道
事
業
法
」
で

は
な
く
、
「
地
方
鉄
道
法
（
大
正
九
年
（
一
九
一
九
）
四
月
九
日
公
布
、
同

年
八
月
十
五
日
施
行
）
」
で
あ
っ
た
の
で
、
正
式(

法
的)
な
名
称
は
筆
者
の

知
識
で
は
不
明
の
た
め
に
、
俗
称
で
あ
る
「
引
き
込
み
線
」
を
採
用
し
た
。

二

一
九
四
〇
年
代
撮
影
の
「
空
中
写
真
」
と

一
九
四
〇
年
代
測
量
の
「
2.5
万
地
形
図
」

国
土
交
通
省
「
国
土
地
理
院
」
の
「
地
図
・
空
中
写
真
閲
覧
サ
ー
ビ
ス
」（
4
）

を
使
用
し
、
該
当
地
域
を
検
索
し
た
結
果
、

一
九
四
〇
年
代
撮
影
の
「
空
中
写
真
」
は
、

①
（U

S
A

M
4
4
-
A
-
5
R
T

2
0

な
ど

）

撮
影
年
月
日
（
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
二
月
十
三
日
）

②
（U
S
A

M
2
9

5
3
,
5
4

な
ど

）

撮
影
年
月
日
（
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
二
月
八
日
）

③
（U

S
A

R
3
9
3

9
4
,
9
5
,
1
2
8
,
1
2
9

な
ど

）

撮
影
年
月
日
（
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
十
月
二
十
三
日
）

④
（U

S
A

R
5
2
2

6
,
7
,
8
,
1
3
4

な
ど

）

撮
影
年
月
日
（
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
一
月
十
日
）

⑤
（U
S
A

R
2
8
0
8

3
,
4
,
5

な
ど

）

撮
影
年
月
日
（
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
五
月
十
日
）

の
「
約
14
種
類
」
。

一
九
四
〇
年
代
測
量
の
「
2.5
万
地
形
図
」
は
、

①
（7

6
-
1
-
4
-
3

越
ガ
谷
（
こ
し
が
や
）
）

測
量
年
（
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
）

発
行
年
月
日
（
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
八
月
三
十
日
）

②
（7

6
-
1
-
4
-
1
9

越
ガ
谷
（
こ
し
が
や
）
）

測
量
年
（
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
）

発
行
年
月
日
（
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
十
一
月
三
十
日
）

の
「
2
種
類
」
。

存
在
し
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
測
量
の
「
2.5
万
地
形
図
」
に
は
「
引

き
込
み
線
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

ゆ
え
に
、
「
地
形
図
」
か
ら
「
引
き
込
み
線
」
の
ル
ー
ト
を
復
元
す
る
こ

と
は
断
念
し
、
当
初
の
調
査
方
針
通
り
に
「
約
14
種
類
」
の
「
空
中
写
真
」

を
手
掛
か
り
に
、
「
引
き
込
み
線
」
の
ル
ー
ト
を
復
元
し
た
。

三

「
引
き
込
み
線
」
の
「
ル
ー
ト
の
復
元
」

「
約
14
種
類
」
の
「
空
中
写
真
」
を
手
掛
か
り
に
、
「
引
き
込
み
線
」
の

ル
ー
ト
を
復
元
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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当
時
の
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
「
越
ヶ
谷
駅
」（
5
）

構
内
よ
り
分
岐
し
た
後
、

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
十
月
二
十
日
よ
り
「
複
線
化
」（
6
）

さ
れ
て
い
た

「
下
り
線
」
に
沿
っ
て
、
「
北
北
西
」
よ
り
「
南
南
東
」
に
向
か
っ
て
敷
か

れ
た
単
線
の
線
路
（
側
線
）
は
、
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）
三
月
二
十
五
日

の
「
高
架
複
々
線
化
」（
6
）

の
完
成
以
前
ま
で
存
在
し
た
「
踏
切
（
第
1
種

甲
）
」
の
位
置
（
Ａ
地
点
（
現
越
谷
市
東
柳
田
町
）
）
で
、
東
武
鉄
道
伊
勢
崎

線
の
線
路
（
本
線
）
よ
り
離
れ
た
「
引
き
込
み
線
」
の
線
路
は
「
北
東
」
よ

り
「
南
西
」
に
向
か
っ
て
敷
か
れ
、
や
が
て
こ
の
「
引
き
込
み
線
」
を
設
置

し
た
と
推
定
さ
れ
る
「
設
置
者
」
の
敷
地
内
に
至
り
、
敷
地
内
の
「
ヤ
ー
ド

（
操
車
場
）
を
兼
ね
た
？
貨
物
駅
」
入
口
の
位
置
（
Ｂ
地
点
（
現
越
谷
市
元

柳
田
町
と
赤
山
町
五
丁
目
の
境
界
）
）
で
、
「
2
線
」
ま
た
は
「
3
線
」
に

分
岐
し
た
線
路
は
、
「
ヤ
ー
ド
（
操
車
場
）
を
兼
ね
た
？
貨
物
駅
」
内
で
終

わ
っ
た
（
Ｃ
地
点
（
現
越
谷
市
元
柳
田
町
と
赤
山
町
五
丁
目
と
四
丁
目
の
境

界
）
）
。

「
ヤ
ー
ド
（
操
車
場
）
を
兼
ね
た
？
貨
物
駅
」
内
に
は
、
線
路
（
本
線
）

か
ら
走
行
し
て
き
た
機
関
車
や
貨
車
が
、
そ
の
ま
ま
進
入
可
能
と
推
定
出
来

る
大
き
な
建
造
物
（
Ｄ
（
現
越
谷
市
赤
山
町
五
丁
目
）
）
が
あ
っ
た
。

三

「
引
き
込
み
線
」
の
「
設
置
者
」

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
、
坂
本
誠
一
郎
氏
は
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事

実
を
論
文
（

7
）

に
ま
と
め
ら
れ
た
。
以
下
は
坂
本
氏
の
論
文
に
お
け
る
「
熊

澤
機
械
㈱
の
会
社
概
要
」（
8
）

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

①

設
立
年
月
日

昭
和
10
年
9
月
30
日

（

13
）
（

23
）

②

本
社
所
在
地

当
初
の
本
社
は
東
京
都
新
富
町
・

工
場
は
東
京
都
南
砂
町

（

13
）

③

昭
和
18
年
当
時
の
資
本
金

90
万
円
（
24
年
時
点

200
万
円
）

【
参
考
】
（
昭
和
18
年
当
時
、
東
武
電
鉄
の
資
本
金
は
4
千
530
万
円
）

株
主
総
数

57
名

（

11
）
（

13
）
（

23
）

④

越
谷
へ
の
移
転
は
昭
和
16
年
頃
（
本
社
・
工
場
と
も
に
）（

13
）
（

16
）

⑤

旧
越
ヶ
谷
町
で
の
所
在
地
は
越
ヶ
谷
町
上
大
作
一
六
四
五

（

14
）

（
時
の
変
遷
で

一
六
三
二
へ
も
）（

23
）

⑥

代
表
者
・
熊
澤
政
一
・
越
ヶ
谷
工
場
長
・
近
藤
正
巳

（

11
）
（

12
）
（

13
）

⑦

電
話
番
号
（
越
ヶ
谷
164
・
177
）（

14
）

⑧

生
産
品
目
（
事
業
目
的
）

機
械
・
車
両
・
土
木
鉱
山
機
械
の
製
造

砕
石
機
・
セ
メ
ン
ト
ガ
ン
・
道
路
輾
壓
機
・
小
型
蒸
気
機
関
車
の
生
産

（

15
）
（

16
）
（

17
）
（

23
）

ラ
バ
ウ
ル
の
コ
コ
ボ
博
物
館
展
示
に
は
、
「
熊
澤
機
械
㈱
製
造
・
海
軍

納
め
・
圧
石
車
の
画
像
が
あ
る

（

18
）

。

⑨

「
越
ヶ
谷
工
場
」
の
『
工
場
建
物
・
敷
地
の
変
遷
』

（
ア
）
昭
和
7
、
8
年
頃
～
14
、
15
年
迄
は
、
篠
原
鉄
工
で
あ
っ
た
こ

と
を
確
認
し
た
。

※
ノ
コ
ギ
リ
合
掌
型
屋
根
・
高
さ
20
ｍ
×
4
棟
・
社
宅
3
カ
所
。

（
イ
）
昭
和
16
年
頃
～
26
年
？
頃
ま
で
が
、
熊
澤
機
械
㈱
で
あ
っ
た
と

判
断
し
た
。

※
蒸
気
機
関
車
製
造
工
場
の
建
設
【
高
さ
20
ｍ
・
長
さ
25
ｍ
の

真
っ
黒
で
、
凄
い
建
物
の
由
・
東
武
電
鉄
越
谷
駅
構
内
か
ら
の
線

路
の
引
き
込
み
線
あ
り
】

（
ウ
）
昭
和
24
年
頃
一
部
と
判
断
し
た
が
、
「
日
本
畜
産
興
業
㈱
」
へ

詳
細
不
明
な
が
ら
、
そ
の
後
「
越
谷
税
務
署
」
や
「
付
近
の
住
宅

地
」
へ
変
遷
し
た
も
の
と
判
断
し
た
。（

19
）
（

20
）

⑩

社
員
数
（
昭
和
23
年
当
時
）
219
名

（

11
）

⑪

戦
後
は
昭
和
22
年
頃
よ
り
24
年
末
ま
で
の
労
働
争
議
の
発
生
事
実

（

21
）

（

22
）

を
確
認
し
た
。
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⑫

越
ヶ
谷
工
場
の
閉
鎖
時
期
は
詳
細
不
明
で
あ
る
。

私
見
な
が
ら
、
収
集
資
料
の
分
析
で
は
、
昭
和
26
年
頃
迄
は
会
社
運
営

を
行
っ
て
い
た
も
の
と
判
断
し
た
。

⑬

昭
和
50
年
の
会
社
閉
鎖
謄
本

（

23
）

も
入
手
し
た
。
清
算
人
の
登
記
が
あ

り
、
昭
和
29
年
頃
に
は
清
算
手
続
き
に
入
っ
た
も
の
と
判
断
し
た
。

以
上
の
坂
本
氏
の
論
文
（

7
）

か
ら
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
引
き
込
み
線
」

を
設
置
し
た
と
推
定
さ
れ
る
「
設
置
者
」
は
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
、
八
年

（
一
九
三
三
）
頃
～
十
四
（
一
九
三
九
）
、
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
迄
ま
で

存
在
し
た
「
篠
原
鉄
工
」
の
可
能
性
を
残
す
も
の
の
「
小
型
蒸
気
機
関
車
」

等
の
生
産
を
行
っ
て
い
た
「
熊
澤
機
械
㈱
」
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。

ま
た
、
「
引
き
込
み
線
」
の
「
設
置
者
」
と
し
て
推
定
し
た
「
熊
澤
機
械

㈱
」
は
、
坂
本
氏
の
調
査
に
よ
り
「
越
ヶ
谷
町
立
越
ヶ
谷
国
民
学
校
（
現
越

谷
市
立
越
ヶ
谷
小
学
校
）
」
、
「
大
澤
町
立
大
澤
国
民
学
校
（
現
越
谷
市
立
大

沢
小
学
校
）
」
の
「
勤
労
動
員
」
先
の
「
軍
需
工
場
」
で
あ
っ
た
（

9
）

こ
と
も

判
明
し
、
坂
本
氏
の
論
文
（

7
）

に
ま
と
め
ら
れ
た
。

結
び
に
か
え
て

①
一
九
四
〇
年
代
撮
影
の
「
約
14
種
類
」
の
「
空
中
写
真
」
を
手
掛
か
り

に
、
「
引
き
込
み
線
」
の
「
ル
ー
ト
を
復
元
」
し
た
。

そ
の
ル
ー
ト
は
、
当
時
の
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
「
越
ヶ
谷
駅
」
（
）
構
内

よ
り
分
岐
し
た
後
、
（
Ａ
地
点
（
現
越
谷
市
東
柳
田
町
）
）
、
（
Ｂ
地
点
（
現
越

谷
市
元
柳
田
町
と
赤
山
町
五
丁
目
の
境
界
）
）
を
経
て
、「
2
線
」
ま
た
は
「
3

線
」
に
分
岐
し
た
線
路
は
、
「
ヤ
ー
ド
（
操
車
場
）
を
兼
ね
た
？
貨
物
駅
」

内
で
終
わ
っ
た
（
Ｃ
地
点
（
現
越
谷
市
元
柳
田
町
と
赤
山
町
五
丁
目
と
四
丁

目
の
境
界
）
）
。

「
ヤ
ー
ド
（
操
車
場
）
を
兼
ね
た
？
貨
物
駅
」
内
に
は
、
線
路
（
本
線
）

か
ら
走
行
し
て
き
た
機
関
車
や
貨
車
が
、
そ
の
ま
ま
進
入
可
能
と
推
定
出
来

る
大
き
な
建
造
物
（
Ｄ
（
現
越
谷
市
赤
山
町
五
丁
目
）
）
が
あ
っ
た
。

②
「
引
き
込
み
線
」
の
「
設
置
者
」
は
、
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
の
坂

本
誠
一
郎
氏
の
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
、
「
小
型
蒸
気
機
関
車
」
等
の
生
産

を
行
っ
て
い
た
「
熊
澤
機
械
㈱
」
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。

ま
た
、
「
熊
澤
機
械
㈱
」
は
、
同
じ
く
坂
本
氏
の
調
査
に
よ
り
「
熊
澤
機

械
㈱
」
に
近
い
「
越
ヶ
谷
町
立
越
ヶ
谷
国
民
学
校
（
現
越
谷
市
立
越
ヶ
谷
小

学
校
）
」
、「
大
澤
町
立
大
澤
国
民
学
校
（
現
越
谷
市
立
大
沢
小
学
校
）
」
の
「
勤

労
動
員
」
先
の
「
軍
需
工
場
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
判
明
し
た
。

③
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
測
量
の
「
2.5
万
地
形
図
」
に
は
「
引
き

込
み
線
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
少
な
く
と
も
昭
和
二
十
四
年
（
一
九

四
九
）
以
前
に
は
、「
引
き
込
み
線
」
は
「
廃
止
」
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
た

が
、「
引
き
込
み
線
」
の
「
レ
ー
ル
の
撤
去
」
の
時
期
に
関
し
て
は
、
今
後
の

聞
き
取
り
調
査
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
。

本
稿
の
完
成
に
は
、
坂
本
誠
一
郎
氏
の
調
査
及
び
そ
の
調
査
に
関
わ
っ
た

方
々
の
成
果
に
よ
る
所
が
多
か
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

注
（
1
）
越
谷
市
郷
土
研
究
会
編
（
二
○
○
九
）

『
会
報
古
志
賀
谷

第
十
五
号
』
、
一
頁

（
2
）
フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（W

i
k
i
p
e
d
i
a

）
』

「
専
用
鉄
道
」

h
t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/

%
E
5
%
B
0
%
8
2
%
E
7
%
9
4
%
A
8
%
E
9
%
8
9
%
8
4
%
E
9
%
8
1
%
9
3

（
3
）
注
（
2
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
「
出
典
」
が
明
記
さ
れ
て

い
な
い
。
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（
4
）
国
土
交
通
省
「
国
土
地
理
院
」

「
地
図
・
空
中
写
真
閲
覧
サ
ー
ビ
ス
」

h
t
t
p
:
/
/
m
a
p
p
s
.
g
s
i
.
g
o
.
j
p
/
m
a
p
l
i
b
S
e
a
r
c
h
.
d
o
#
1

（
5
）
フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（W

i
k
i
p
e
d
i
a

）
』

「
東
武
伊
勢
崎
線
」

h
t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/

%
E
6
%
9
D
%
B
1
%
E
6
%
A
D
%
A
6
%
E
4
%
B
C
%
8
A
%
E
5
%
8
B
%
A
2
%
E
5
%
B
4
%
8
E
%
E
7

%
B
7
%
9
A

昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
十
二
月
一
日
、

「
越
ヶ
谷
駅
」
を
「
越
谷
駅
」
に
改
称
し
た
。

（
6
）
注
（
5
）

（
7
）
坂
本

誠
一
郎
（
二
○
一
九
）

「
第
二
次
世
界
大
戦
時

越
谷
に
存
在
し
た
「
軍
需
工
場
」
」

h
t
t
p
:
/
/
k
o
s
h
i
g
a
y
a
h
i
s
t
o
r
y
.
o
r
g
/
1
9
1
0
0
4
_
k
u
m
a
z
a
w
a
.
p
d
f

（
8
）
注
（
7
）
2
頁

（
9
）
注
（
7
）
1
頁

※

注
（
7
）
の
注
の
番
号

（
11
）
埼
玉
県
工
業
倶
楽
部
編(

一
九
四
八)

『
埼
玉
県
工
場
便
覧
』
）

（
12
）
埼
玉
労
働
基
準
局
編(

一
九
五
○)

『
埼
玉
県
事
業
場
総
覧
』

（
13
）
帝
國
銀
行
編(

一
九
四
三)

『
帝
國
銀
行
会
社
要
録
』

（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

ht
t
p
:
/
/
d
l
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
i
n
f
o
:
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
1
0
7
0
9
4
1

（
14
）
埼
玉
県
電
気
通
信
部
編(

一
九
五
○)

『
埼
玉
県
電
話
番
号
簿

昭
和
24
年
12
月
1
日
現
在
』

（
15
）
「
最
新
機
器
綜
合
型
録
（
一
九
四
七
～
四
八
年
）
」

（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

ht
t
p
:
/
/
d
l
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
i
n
f
o
:
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
1
1
2
4
4
6
4
/
1

（
16
）
臼
井
茂
信
（
一
九
七
六
）
『
機
関
車
の
系
譜
図
３
』
交
友
社
、

四
三
六
頁

（
17
）
「
鉄
道
車
両
メ
ー
カ
ー
一
覧
」

h
t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/

（
18
）
「
ラ
バ
ウ
ル
の
コ
コ
ボ
博
物
館
展
示
物
」

h
t
t
p
:
/
/
k
i
4
3
.
o
n
.
c
o
o
c
a
n
.
j
p
/
o
v
e
r
s
e
a
/
r
a
b
a
u
l
/
r
a
b
a
u
l
.
h
t
m
l

（
19
）
『
越
ヶ
谷
町
作
成

昭
和
24
年
6
月
・
越
谷
屠
場
移
設
関
係
』

（
20
）
埼
玉
県
立
久
喜
図
書
館
（
二
〇
〇
六
・
二
〇
〇
九
）

「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
共
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

「
昭
和
20
年
代
の
埼
玉
県
内
（
特
に
越
谷
市
周
辺
）
の

と
畜
場
、
進
駐
軍
が
と
畜
場
に
対
し
て
行
っ
た
衛
生
面
の

指
導
に
つ
い
て
」

h
t
t
p
:
/
/
c
r
d
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
r
e
f
e
r
e
n
c
e
/
d
e
t
a
i
l
?
p
a
g
e
=
r
e
f
_
v
i
e
w
&
i
d
=
1
0
0
0
0
3
1
8
2
3

（
21
）
労
働
争
議
資
料
『
越
谷
市
史
２
通
史

下
』

（
22
）(

一
九
四
九)

『
労
働
埼
玉
No．

22
』

（
埼
玉
県
労
働
部
労
政
福
祉
課
編
（
一
九
八
九
）

『
労
働
埼
玉

復
刻
版
１
』
）

(

一
九
五
〇)

『
労
働
埼
玉
No．

27
』

（
埼
玉
県
労
働
部
労
政
福
祉
課
編
（
一
九
八
九
）

『
労
働
埼
玉

復
刻
版
１
』
）

（
23
）
「
会
社
登
記
簿

謄
本
（
昭
和
50
年
10
月
の
閉
鎖
謄
本
）
」

（
24
）
「
法
務
局

旧
公
図
」

「
越
ヶ
谷
町
字
上
大
作
一
六
四
五
」
、「
大
澤
町
字
町
並
三
八
一
八
」
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国土地理院「空中写真」

「USA R393 94」

撮影:昭和 22 年（1947）10 月 23 日）

を引用して加工
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↑「Ｂ地点（現越谷市元柳田町と赤山町五丁目の境界）」

「引き込み線」の「ヤード（操車場）を兼ねた？貨物駅」入口であった場所。

北北東より望む。撮影：2019 年 10 月 4 日（金）

↑「Ａ地点（現越谷市東柳田町）」

東武鉄道伊勢崎線越ヶ谷駅構内から「引き込み線」が分岐した場所。

北東より望む。撮影：2019 年 10 月 4 日（金）


